
令和元年９月１日 

消費税法改正に伴う水道料金等の改定について 

 

 消費税法改正により令和元年１０月１日から、消費税が８％から１０％へ変更されます。 

 このことにより上水道・下水道使用料、水道施設工事分担金を下記のとおり改定します。 

なお、上水道・下水道使用料については、令和元年１０月以降ご使用分より改定後の税率

となりますので、令和元年１１月請求分から料金の変更を行います。 

住宅の新築等に伴う水道施設工事分担金については、令和元年１０月受付分から料金の

変更を行います。 

 

 皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

１ 上水道使用料 

 

 

※比較表は 5m3単位としています、使用料は 1m3単位で算定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本料 従量単価 従量分料金 計 消費税8% 消費税10%

～10m3 1,400 140 1,400 1,510 1,540 30

15m3 1,400 140 700 2,100 2,260 2,310 50

20m3 1,400 140 1,400 2,800 3,020 3,080 60

25m3 1,400 140 2,100 3,500 3,780 3,850 70

30m3 1,400 140 2,800 4,200 4,530 4,620 90

35m3 1,400 140 3,500 4,900 5,290 5,390 100

40m3 1,400 140 4,200 5,600 6,040 6,160 120

差額
税込料金額

使用水量
税抜き料金額

10月 1日以降 

令和元年 



２ 下水道使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本料 人頭割（5人内） 人頭割（6人以降） 計 消費税8% 消費税10%

1 1,200 900 2,100 2,260 2,310 50

2 1,200 1,800 3,000 3,240 3,300 60

3 1,200 2,700 3,900 4,210 4,290 80

4 1,200 3,600 4,800 5,180 5,280 100

5 1,200 4,500 5,700 6,150 6,270 120

6 1,200 4,500 450 6,150 6,640 6,760 120

7 1,200 4,500 900 6,600 7,120 7,260 140

8 1,200 4,500 1,350 7,050 7,610 7,750 140

9 1,200 4,500 1,800 7,500 8,100 8,250 150

10 1,200 4,500 2,250 7,950 8,580 8,740 160

差額世帯人員
税抜き料金額 税込料金額

10月 1日以降 

令和元年 



３ 水道施設工事分担金 

 

 

 

 

 

消費税8％ 消費税10％

1世帯当たり 30,000 32,400 33,000 600

税込金額
税抜金額 差額

令和元年 

１０月１日以降 


